
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、22年 10月に事務連絡を発し、地方

整備局等において国営公園の維持管理業務に係る委託費の精算等を適切に行うため、維持管

理業務と特定公園施設の営業及び管理業務に従事している職員の従事割合について各財団法

人等から勤務実績簿の提出を受けて実態把握に努めたり、一般管理費の負担額の合理的な配

賦方法等について各財団法人等から資料の提供を求めて確認するための試行策を実施したり

などしていた。

そして、国土交通省は、引き続き上記の実態把握等を一定期間行うことにより、今後、実

支出額を的確に確認する具体的な方法を確立した上で地方整備局等を指導するなどして、維

持管理業務に係る委託費の精算等を適切に行うこととしている。

（ 2） 街路事業における用地の再取得に係る補助対象事業費の算定について

（平成 21年度決算検査報告 617ページ参照）

1 本院が求めた是正改善の処置

国土交通省は、街路事業を実施する地方公共団体に対して、土地開発公社等が先行取得し

た事業用地を後年度に事業が予算化されて再取得する際に交付金等を交付しており、再取得

に係る補助対象事業費については、同省の通知のただし書により、地価の下落局面において

も先行取得を行うことについて事業主体が有利となる合理的な理由があるときは、再取得時

の土地評価額等ではなく、先行取得時の土地取得費等を計上できることとされている。しか

し、合理的な理由がないのに同通知のただし書を適用して先行取得時の土地取得費等を計上

し、補助対象事業費が過大になっている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、同通知のただし書を適用する基準や範囲等を具体的に

示すなどして、地方公共団体に対して同通知の趣旨を周知徹底するとともに、地方整備局等

及び都道府県に対して、同様に周知徹底し、交付金等の交付申請等に対する審査及び指導を

十分行わせるよう、国土交通大臣に対して平成 22年 10月に、会計検査院法第 34条の規定

により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省、地方公共団体において、その後の処置状況について会計実地検査

を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、22年 11月に事務連絡を発し、地方

公共団体に対して同省の通知のただし書を適切に適用していなかった事例を示し、同通知の

ただし書について、適用する基準や範囲等を具体的に示すなどして同通知の趣旨の周知徹底

を図るとともに、地方整備局等及び都道府県に対して、同様に周知徹底を図り、交付金等の

交付申請等に対する審査及び指導を十分行うよう指示するなどの処置を講じていた。

（ 3） 道路整備事業を行う国道事務所等及び地方公共団体が負担する埋蔵文化財の発掘調査

費用の算定について （平成 21年度決算検査報告 622ページ参照）

1 本院が求めた是正改善の処置

道路整備事業に伴い埋蔵文化財が損壊等されることとなる場合に行われる発掘調査につい

ては、その原因者が必要な費用を負担することとされている。しかし、道路整備事業を行う
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国道事務所等及び地方公共団体が、教育委員会に委託するなどして実施した発掘調査におい

て、負担の対象とされていない教育委員会の職員の給与等を負担したり、必要最小限の範囲

を超えて報告書の作成費用を負担したりしている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、教育委員会の職員の給与等は原因者負担の対象となら

ないこと及び原因者負担の対象となる報告書作成費用の標準的な範囲をそれぞれ明確にする

とともに、文化庁と協議の上で昭和 46年に取りまとめた「直轄道路事業の建設工事施行に伴

う埋蔵文化財の取扱いについて」（以下「取扱通知」という。）の趣旨を国道事務所等に対して改

めて周知徹底し、地方公共団体に対しても同様に周知するよう国土交通大臣に対して平成

22年 10月に、会計検査院法第 34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局の処置状況

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、道路整備事業に伴う埋蔵文化財の発

掘調査を実施するに当たり、教育委員会の職員の給与等は原因者負担の対象とならないこと

及び原因者負担の対象となる報告書作成費用の標準的な範囲をそれぞれ明確にするため、取

扱通知に所要の規定を盛り込むことについて文化庁と協議を行っていた。

そして、文化庁との協議が整い次第、取扱通知を改訂して、その趣旨を国道事務所等に対

して周知徹底し、地方公共団体に対しても同様に周知することとしている。

（ 4） トンネル工事における送風機の運転方法の選定について

（平成 21年度決算検査報告 626ページ参照）

1 本院が求めた是正改善の処置

国土交通省及び地方公共団体は、トンネル工事における粉じん対策等のため、換気ファン

を 2段組み合わせた反転軸流式ファン（以下「 2段式送風機」という。）により換気を行ってい

る。 2段式送風機の運転方法には、 2段の換気ファンの両方を同時に運転する方法（以下「 2

段運転」という。）と、 2段の換気ファンのうちいずれか一方を運転する方法（以下「 1段運転」

という。）とがあり、 1段運転の場合、 2段運転と比べて送風可能となる区間が短くなるが、

電力消費量が半減し、電力料の低減が図られる。しかし、工事費の積算に当たり、 1段運転

の可能性の検討を行わず、トンネル工事の全区間について 2段運転のみを選定していて経済

的な積算となっていない事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、 2段式送風機の運転経費の積算に当たり、トンネルの

規模、送風距離等に応じて、 1段運転により換気が可能である場合には、 1段運転を選定す

ることにより経済的な積算を行うこととする処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成

22年 10月に、会計検査院法第 34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、22年 10月に地方整備局等に対して

事務連絡を発して、同年 11月以降に設計業務に着手するトンネル工事における 2段式送風

機の運転経費の積算に当たり、 1段運転の可能性を検討の上、現場状況に応じた運転方法に

より適切な工事費の積算を行うよう周知徹底するとともに、都道府県等に対しても同様の助

言を行うなどの処置を講じていた。
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